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令和６年度 向日市地域防災計画（一般対策編）修正事項 

 

第２編 災害予防計画 

頁 修    正 現    行 修正理由 

 

 

 

 

 

2-5 

 

 

 

 

 

 

2-6 

 

 

2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 災害に強いまちづくり 

 

第１節 気象予警報等の伝達計画 

 

３ 異常現象発見通報制度 

 ⑷ 住民に対する周知 

異常現象発見時における通報先については、平素から広報誌等により住

民に周知しておく。 

 

第２節 交通施設防災対策 

 

担 当 総務対策部・都市整備対策部・乙訓消防組合・西日本旅客鉄道㈱・

東海旅客鉄道㈱・阪急電鉄㈱ 

 

４ 鉄道施設防災計画 

  西日本旅客鉄道㈱、東海旅客鉄道㈱及び阪急電鉄㈱の鉄道施設の災害防止

は、列車運転の安全確保を確立するため、必要な線路諸設備の実態を把握し、

併せて、周囲の諸条件を調査して、災害等においても常に健全な状態を保持で

きるよう、諸施設の整備を行うとともに、災害の発生するおそれがある場合の

警戒体制をあらかじめ策定しておく。 

 

 

 

 

 

第１章 災害に強いまちづくり 

 

第１節 気象予警報等の伝達計画 

 

３ 異常現象発見通報制度 

 ⑷ 住民に対する周知 

異常現象発見時における通報先については、平素から広報紙等により住

民に周知しておく。 

 

第２節 交通施設防災対策 

 

担 当 総務対策部・都市整備対策部・乙訓消防組合・西日本旅客鉄道㈱・ 

        阪急電鉄㈱ 

 

４ 鉄道施設防災計画 

  西日本旅客鉄道㈱        及び阪急電鉄㈱の鉄道施設の災害防止

は、列車運転の安全確保を確立するため、必要な線路諸設備の実態を把握し、併

せて、周囲の諸条件を調査して、災害等においても常に健全な状態を保持できる

よう、諸施設の整備を行うとともに、災害の発生するおそれがある場合の警戒体

制をあらかじめ策定しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

担当の追加 

 

 

 

文言の修正 
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2-8 

 

 

 

2-15 

 

 

 

 

 

 

第３節 都市空間の整備計画 

 

２ 都市公園の整備       （令和６年１２月現在） 

 

第６節 ライフライン等施設対策 

 

６ 鉄道施設防災計画 

  鉄道施設の災害防止は、列車運転の安全確保を確立するに必要な線路諸設備

の実態を把握し、あわせて周囲の諸条件を調査して災害等異常時においても常

に健全な状態を保持できるよう諸施設の整備を行うとともに、災害の発生する

おそれがある場合の警戒体制をあらかじめ策定しておく。 

 

 

第３節 都市空間の整備計画 

 

２ 都市公園等の整備       （令和５年８月現在） 

 

第６節 ライフライン等施設対策 

 

６ 鉄道施設防災計画 

  ＪＲ施設の災害防止は、列車運転の安全確保を確立するに必要な線路諸設備

の実態を把握し、あわせて周囲の諸条件を調査して災害等異常時においても常

に健全な状態を保持できるよう諸施設の整備を行うとともに、災害の発生する

おそれがある場合の警戒体制をあらかじめ策定しておく。 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-38 

 

第２章 災害に即応できるひとづくり 

 

第１節 市民等に対する防災知識の普及対策 

 

３ 防災知識普及の媒体 

 ⑴ 広報誌・ホームページ 

防災知識及び防災計画等を必要に応じ広報誌・ホームページにより周知

徹底し、防災意識の向上を図る。 

 

第３章 災害に強いシステムづくり 

 

第４節 避難計画 

 

１ 避難所等の指定 

  防災協力農地       （令和６年３月現在） 

 

第２章 災害に即応できるひとづくり 

 

第１節 市民等に対する防災知識の普及対策 

 

３ 防災知識普及の媒体 

 ⑴ 広報紙・ホームページ 

防災知識及び防災計画等を必要に応じ広報紙・ホームページにより周知

徹底し、防災意識の向上を図る。 

 

第３章 災害に強いシステムづくり 

 

第４節 避難計画 

 

１ 避難所等の指定 

  防災協力農地       （令和５年３月現在） 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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2-40 

 

 

 

 

 

 

 

2-54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 避難所及び避難路の周知 

 ⑴ 広報誌・ホームページに掲載する。 

 

第４章 災害の抑制と被害の軽減対策 

 

第５節 水害予防計画 

 

９ 水防法対象施設 

 

 施設の名称 住所 電話番号 対象河川 

   (FAX) 桂川 小畑川 

8 向日町ひまわり保育

園 

向日市寺戸

町瓜生 22-12 

921-5151 

(932-345

6) 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 避難所及び避難路の周知 

 ⑴ 広報紙・ホームページに掲載する。 

 

第４章 災害の抑制と被害の軽減対策 

 

第５節 水害予防計画 

 

９ 水防法対象施設 

 

 施設の名称 住所 電話番号 対象河川 

   (FAX) 桂川 小畑川 

8 向日町ひまわり保育

園 

向日市寺戸

町瓜生 22-12 

922-7773 

(922-777

3) 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話番号の修正 



4 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

頁 修    正 現    行 修正理由 

 

 

 

 

 

 

3-24 

 

 

 

 

 

第１章 初動期の活動 

 

第７節 消防計画 

 

２ 計画の内容 

 ⑻ 防火思想の普及 

近代文化の進展に伴う生活様式の改変による火災の激増の傾向に対処す

るため各種団体の協力を求め、防火思想の普及に努める。 

広報誌、パンフレット、リーフレット、ポスター等及び広報巡回、映画会、

懇談会等あらゆる広報媒体を利用して予防運動の徹底を期する。 

 

 

第１章 初動期の活動 

 

第７節 消防計画 

 

２ 計画の内容 

 ⑻ 防火思想の普及 

近代文化の進展に伴う生活様式の改変による火災の激増の傾向に対処す

るため各種団体の協力を求め、防火思想の普及に努める。 

広報紙、パンフレット、リーフレット、ポスター等及び広報巡回、映画会、

懇談会等あらゆる広報媒体を利用して予防運動の徹底を期する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-58 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 応急対策期の活動 

 

第２節 被災者への救援活動 

 

第３ 給水計画 

３ 給水計画 

 災害が発生した場合、応急給水の実施が必要な地域及び給水必要量を把握し、

給水の対象地域、給水場所、給水時間等を内容とする給水計画を作成し、上下水

道事業の業務継続計画（以下「上下水道ＢＣＰ」という。）に基づき、応急給水

を実施する。 

 

 

 

第２章 応急対策期の活動 

 

第２節 被災者への救援活動 

 

第３ 給水計画 

３ 給水計画 

 災害が発生した場合、応急給水の実施が必要な地域及び給水必要量を把握し、

給水の対象地域、給水場所、給水時間等を内容とする給水計画を作成し、向日市

水道災害対策マニュアルに基づき、応急給水を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに策定したた

め 
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3-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-61 

 

 

 

 

 

3-79 

 

 

 

 

５ 給水の方法 

給水を必要とする被災地等への応急給水は、給水車及び仮設配管によって行う

ものとする。 

 ⑴ 応急給水用タンク保有数 

種   別 容  量 台  数 所  属 

 給水車 2,000 ㍑ 1 台 都市整備部 

 給水タンク    1,000 ㍑   1 基  〃 

 応急給水対応設備 500 ㍑ 6 ｾｯﾄ 〃 

 災害対策用給水袋      10 ㍑ 2,300袋 〃 

〃 6 ㍑ 2,350袋 〃 

〃  4 ㍑ 750袋 〃 

〃 3 ㍑ 10,900袋 〃 

 

 

 

第６ 物資配送センター 

大災害が発生し、多くの避難者が発生した場合には、避難所に備蓄品、食料品、

日用品等の物資を蓄え、これを管理することが困難であるので、物資配送センタ

ーをゆめパレアむこうに開設し、食品・物資の統括管理体制をとり、避難所の在

庫管理負担を軽減する。  

 

第６節 ライフライン等の応急対策 

 

第３ 電信電話施設の応急対策 

１ 災害時の応急措置 

 ⑴ 設備及び回線の応急復旧措置 

  ① 回線の非常措置 

   イ 小型ポータブル衛星通信システム及び移動電源車の運用 

 

５ 給水の方法 

給水を必要とする被災地等への応急給水は、給水車及び仮設配管によって行う

ものとする。 

 ⑴ 応急給水用タンク保有数 

種   別 容  量 台  数 所  属 

 給水車 2,000 ㍑ 1 台 都市整備部 

 給水タンク    1,000 ㍑   1 基  〃 

 応急給水対応設備 500 ㍑ 6 ｾｯﾄ 〃 

 給水容器     20 ㍑    185個  〃 

     〃      10 ㍑ 40個   〃 

 災害対策用給水袋      10 ㍑ 2,300袋 〃 

〃 6 ㍑ 2,350袋 〃 

〃  4 ㍑ 750袋 〃 

〃 3 ㍑ 11,670袋 〃 

 

第６ 物資配送センター 

大災害が発生し、多くの避難者が発生した場合には、避難所に備蓄品、食料品、

日用品等の物資を蓄え、これを管理することが困難であるので、物資配送センタ

ーを向日市民温水プールに開設し、食品・物資の統括管理体制をとり、避難所の

在庫管理負担を軽減する。  

 

第６節 ライフライン等の応急対策 

 

第３ 電信電話施設の応急対策 

１ 災害時の応急措置 

 ⑴ 設備及び回線の応急復旧措置 

  ① 回線の非常措置 

   イ 可搬無線機及び移動無線車並びに移動電源車の運用 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設解体のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 
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令和６年度 向日市地域防災計画（地震対策編）修正事項 

 

第１編 総則 

頁 修    正 現    行 修正理由 

 

 

 

 

 

1-7 

 

 

 

第２章 計画の目標 

 

第３節 被害想定 

 

１ 地震発生場所及び地震の規模の想定 

  こうした状況のもと、本計画においては、京都府の被害想定数値等を参考

に             「想定震源モデル」及び「向日市の被害予想」

を次に掲げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 計画の目標 

 

第３節 被害想定 

 

１ 地震発生場所及び地震の規模の想定 

  こうした状況のもと、本計画においては、平成 19年度に公表された京都府

第２次地震被害想定調査結果の「想定震源モデル」及び「向日市の被害予想」

を次に掲げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被害想定の見直

しのため 

 

 



7 
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第２篇 災害予防計画 

頁 修    正 現    行 修正理由 

 

 

 

 

 

2-12 

 

 

 

 

第２章 災害に即応できるひとづくり 

 

第１節 市民等に対する防災知識の普及対策 

 

３ 防災知識普及の媒体 

 ⑴ 広報誌、ホームページ 

防災知識及び防災計画等を必要に応じ広報紙、ホームページにより周知

徹底し、防災意識の向上を図る。 

 

 

第２章 災害に即応できるひとづくり 

 

第１節 市民等に対する防災知識の普及対策 

 

３ 防災知識普及の媒体 

 ⑴ 広報紙、ホームページ 

防災知識及び防災計画等を必要に応じ広報紙、ホームページにより周知

徹底し、防災意識の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 
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第３篇 災害応急対策計画 

頁 修    正 現    行  

 

 

 

 

 

3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-27 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 初動期の活動 

 

第１節 初動活動 

 

３ 勤務時間外に地震が発生した場合 

 ⑴ 参集 

  ③ 公共交通の途絶した場合の参集は、徒歩、自転車、又はバイク等とす

る。ただし、天候等により徒歩、自転車、又はバイク等による安全な参

集が困難な場合は、自動車による参集も可能とする。なお、自動車で参

集した場合の駐車場は、来庁者用駐車場を活用する。 

 

第２章 応急対策期の活動 

 

第６節 ライフライン等の応急対策 

 

第１ 上水道施設の応急対策 

２ 復旧活動の実施 

 ⑶ 市は、被害箇所の復旧に全力をあげ、関係機関、近隣市町、協定市町へ

の応援要請、民間工事業者の協力を得て、復旧活動に万全を期すものとす

る。 

なお、復旧にあたっては、道路管理者、ガス・下水道管理者等との協働

に配慮するとともに、災害時の的確な対応を図るため、上下水道ＢＣＰに

基づいた対応を図る。 

 

第１章 初動期の活動 

 

第１節 初動活動 

 

３ 勤務時間外に地震が発生した場合 

 ⑴ 参集 

  ③ 公共交通の途絶した場合の参集は、徒歩、自転車、又はバイク等とす

る。ただし、天候等により徒歩、自転車、又はバイク等による安全な参

集が困難な場合は、自転車による参集も可能とする。なお、自動車で参

集した場合の駐車場は、来庁者用駐車場を活用する。 

 

第２章 応急対策期の活動 

 

第６節 ライフライン等の応急対策 

 

第１ 上水道施設の応急対策 

２ 復旧活動の実施 

⑶ 市は、被害箇所の復旧に全力をあげ、関係機関、近隣市町、協定市町へ

の応援要請、民間工事業者の協力を得て、復旧活動に万全を期すものとす

る。 

なお、復旧にあたっては、道路管理者、ガス・下水道管理者等との協働

に配慮するとともに、災害時の的確な対応を図るため、「向日市水道災害

対策マニュアル」（平成１４年２月）に基づいた対応を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新たに策定した

ため 
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令和６年度 向日市地域防災計画（事故対策編）修正事項 

原子力災害対策計画 

第３編 広域一時滞在 

頁 修    正 現    行 修正理由 

 

8-5 

 

第２ 被災住民の受入れ方針 

 

■提供場所 

施 設 名 収容人数（面積） 

向日町競輪場 1,000人（2,475㎡） 

永守重信市民会館 200人 （827㎡） 

府立向陽高等学校 体育館 250人 （850㎡） 

 

 

 

第２ 被災住民の受入れ方針 

 

■提供場所 

施 設 名 収容人数（面積） 

向日町競輪場 1,000人（2,475㎡） 

ゆめパレアむこう・温水プール 250人 （990㎡） 

府立向陽高等学校 体育館 200人 （850㎡） 

 

 

 

 

 

 

施設変更のため 
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令和６年度 向日市地域防災計画（資料編）修正事項 

１ 共通資料 

頁 修    正 現    行 修正理由 

 

目次-2 

 

資料 1-65 

災害時における物資の供給等に関する協定 

 

資料 1-66 

災害時における物資の供給に関する協定 

 

 

     

                  

 

     

                  

 

新たな協定の

締結 

 

 

 

２ 別表 

頁 修    正 現    行 修正理由 

 

 

2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の追加 
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2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課の追加及び修

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課名の変更 
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2－12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2-6 指定緊急避難場所・指定避難所・一時避難場所一覧 

 

１風水害時 

 

２地震災害時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名
 

所在地
 収容予

定人員
 電話番号

 
避難施設区分 

指定
緊急 

指定 一時 

洛西口つつ

じ公園 
寺戸町七ノ坪 700    ○ 

洛西口さく

ら公園 
寺戸町八ノ坪 640     

施設名
 

所在地
 収容予

定人員
 電話番号

 
避難施設区分 

指定

緊急 
指定 一時 

洛西口つつ

じ公園 
寺戸町七ノ坪 700    ○ 

洛西口さく

ら公園 
寺戸町八ノ坪 640    ○ 

 

資料 2-6 指定緊急避難場所・指定避難所・一時避難場所一覧 

 

１風水害時 

 

２地震災害時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名
 

所在地
 収容予

定人員
 電話番号

 
避難施設区分 

指定
緊急 

指定 一時 

洛西つつじ

公園 
寺戸町七ノ坪 700    ○ 

洛西さくら

公園 
寺戸町八ノ坪 640     

施設名
 

所在地
 収容予

定人員
 電話番号

 
避難施設区分 

指定

緊急 
指定 一時 

洛西つつじ

公園 
寺戸町七ノ坪 700    ○ 

洛西さくら

公園 
寺戸町八ノ坪 640    ○ 

 

 

 

 

施設名の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

2－23 

 

 

2－24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2-9 乙訓消防組合職員動員計画 

最新改正  令和６年 ４月 １日 一部改正 

 

２ 動員計画 

 

 消 防 本 部 
消 防 署 

合 

計 
 

 

総 

数 

内  訳 

総 

務 

予 

防 

警 

防 

救 

急 

向 

日 

長
岡
京 

大
山
崎 (注

1) 

警防警戒態勢 10 
10 

(注 2) 

14 

(注3) 

18 

(注3) 

９ 

(注 3) 
51 

警防１号態勢 20 ３ ３ 11 ２ 15 19 10 64 

警防２号態勢 34 ６ ５ 20 ２ 
22 

(注4) 

30 

(注4) 

17 

(注 4) 
103 

警防３号態勢 39 ８ ８ 20 ２ 30 38 20 127 

警防４号態勢 全  員 

 

 (1) 消防本部における各課動員数の内訳 

警防警戒態勢 10 名  

（注２のとおり、当務指揮隊・指令係及び下記 6 名のうち 2 名動員） 

 総務課 予防課 警防課 救急課 

課長 課長 課長 課長 

担当課長  担当課長  

  当務指揮隊 

３名 

 

  当務指令係 

５名 

 

警防１号態勢 20 名 （消防長＋警防警戒態勢で動員されていない職員） 

 

資料 2-9 乙訓消防組合職員動員計画 

最新改正  令和５年 ４月 １日 一部改正 

 

２ 動員計画 

 

 消 防 本 部 
消 防 署 

合 

計 
 

 

総 

数 

内  訳 

総 

務 

予 

防 

警 

防 

救 

急 

向 

日 

長
岡
京 

大
山
崎 (注

1) 

警防警戒態勢 10 
10 

(注 2) 

14 

(注3) 

18 

(注3) 

９ 

(注 3) 
51 

警防１号態勢 19 ４ ２ 11 １ 15 19 10 63 

警防２号態勢 33 ７ ４ 19 ２ 
22 

(注4) 

30 

(注4) 

17 

(注 4) 
102 

警防３号態勢 40 10 ８ 19 ２ 30 38 20 128 

警防４号態勢 全  員 

 

 (1) 消防本部における各課動員数の内訳 

警防警戒態勢 10 名  

（注２のとおり、当務指揮隊・指令係及び下記 6 名のうち 2 名動員） 

 総務課 予防課 警防課 救急課 

課長 課長 課長 課長 

担当課長  担当課長  

  当務指揮隊 

３名 

 

  当務指令係 

５名 

 

警防１号態勢 19 名 （消防長＋警防警戒態勢で動員されていない職員） 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防長 

総務課 

（３名） 

予防課 

（３名） 

警防課 

（11 名） 

救急課 

（２名） 

課長 次長兼課長 課長 課長 

担当課長 課長補佐 担当課長 主幹 

課長補佐 課長補佐 課長補佐  

    

警防２号態勢 34 名 （消防長＋警防１号態勢で動員されていない職員） 

 

 

 

消防長 

総務課 

（６名） 

予防課 

（５名） 

警防課 

（20 名） 

救急課 

（2 名） 

係長 係長 係長 １号態勢と 

同じ 

係長 統括主査 非番指揮隊 

３名 

 

主査  非番指令係 

５名 

 

警防３号態勢 39 名 （消防長＋警防２号態勢で動員されていない職員） 

 

 

消防長 

総務課 

（８名） 

予防課 

（８名） 

警防課 

（20 名） 

救急課 

（2 名） 

総括主査 主査 ２号態勢と 

同じ 

１号態勢と 

同じ 

主任 主査   

 主任   

    

警防４号態勢 全員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防長 

総務課 

（４名） 

予防課 

（２名） 

警防課 

（11 名） 

救急課 

（１名） 

次長 課長 課長 課長 

課長 課長補佐 担当課長      

担当課長       課長補佐  

課長補佐    

警防２号態勢 33 名 （消防長＋警防１号態勢で動員されていない職員） 

 

 

 

消防長 

総務課 

（７名） 

予防課 

（４名） 

警防課 

（19 名） 

救急課 

（2 名） 

係長 係長 非番指揮隊 

３名 

係長 

係長 係長 非番指令係 

５名 

 

主査 

 

   

警防３号態勢 40 名 （消防長＋警防２号態勢で動員されていない職員） 

 

 

消防長 

総務課 

（10 名） 

予防課 

（８名） 

警防課 

（19 名） 

救急課 

（2 名） 

総括主査 総括主査 ２号態勢と 

同じ 

２号態勢と 

同じ 

主任 主査   

主任 主任   

 主任   

警防４号態勢 全員 
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2-32 

 

2-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2-15 主な災害用備蓄物資        ※令和７年２月１日 現在 

 

資料 2-16 向日市上下水道協同組合加盟業者  ※令和６年４月１日 現在 

 

資料 2-17 向日市財政援助団体       ※令和６年１１月１日 現在 

 

業  者  名 住      所 電  話 

向日市水道メンテナンス㈱  向日市上植野町久我田17-1 921-3030 

 

資料 2-18 応急復旧工事用備蓄資材          ※令和６年１１月１日 現在 

 

品    名 寸法・口径  数 量 

継手用漏水金具 40他 フクロジョイント 47個 

鋳鉄管補修金具 75他 ヤノジョイント  18個 

付属品（押輪他） 75他 
押輪 

継輪 
69個 

 

資料 2-19 じん芥収集車台数                ※令和６年４月１日 現在 

 

資料 2-20 し尿収集車業者保有台数      ※令和６年４月１日 現在 

 

資料 2-21 乙訓環境衛生組合処理施設の現況  ※令和６年４月１日 現在 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2-15 主な災害用備蓄物資        ※令和５年４月１日 現在 

 

資料 2-16 向日市上下水道協同組合加盟業者  ※令和５年４月１日 現在 

 

資料 2-17 向日市財政援助団体        ※令和５年４月１日 現在 

 

業  者  名 住      所 電  話 

向日市水道メンテナンス㈱  向日市物集女町豆尾21-1 921-3030 

 

資料 2-18 応急復旧工事用備蓄資材      ※令和５年４月１日 現在 

 

品    名 寸法・口径  数 量 

継手用漏水金具 40他 フクロジョイント 47個 

鋳鉄管補修金具 75他 ヤノジョイント  18個 

付属品（押輪他） 75他 
押輪 

継輪 
144個 

 

資料 2-19 じん芥収集車台数                ※令和５年４月１日 現在 

 

資料 2-20 し尿収集車業者保有台数      ※令和５年４月１日 現在 

 

資料 2-21 乙訓環境衛生組合処理施設の現況  ※令和５年４月１日 現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

時点修正 

 

時点修正 

 

住所変更のため 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 

 

時点修正 

 

時点修正 
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資料 2-22 消防職員 

※令和６年４月１日 現在 

 

消防

監
 

消 

防 

司令

長 

消 

防 

司 

令 

消 

防 

司令

補 

消 

防 

士 

長 

消 

防 

副士

長 

消防

士
 合計

 

消 防 本 部 １ ４ 17 20 ８ １ ８ 59 

向 日 消 防 署  ２ ７ 16 ４ 10 ４ 43 

長 岡 京 消 防 署  ２ ７ 12 ７ 10 ５ 43 

東 分 署     ５ ３ ４   12 

大 山 崎 消 防 署  ２ ８ ６ ３ ６ ３ 28 

合  計 １ 10 39 59 25 31 20 185 

 

資料 2-23 向日市消防団 

※令和６年４月１日 現在 

 団 長 副団長 分団長 副分団長 班 長 団 員 合 計 

団 本 部 １ ２     ３ 

第１分団   １ １ ３ 21 26 

第２分団   １ １ ３ 19 24 

第３分団   １ １ ３ 20 25 

第４分団   １ １ ３ 15 20 

第５分団   １ １ ３ 17 22 

第６分団   １ １ ３ 16 21 

合  計 １ ２ ６ ６ 18 108 141 

 

 

資料 2-22 消防職員 

※令和５年４月１日 現在 

 

消防

監
 

消 

防 

司令

長 

消 

防 

司 

令 

消 

防 

司令

補 

消 

防 

士 

長 

消 

防 

副士

長 

消防

士
 合計

 

消 防 本 部 １ ５ 16 17 10 ２ ７ 58 

向 日 消 防 署  ２ ８ 12 ８ ８ ５ 43 

長 岡 京 消 防 署  ２ ７ 13 ６ 11 ３ 42 

東 分 署     ５ ４ ３   12 

大 山 崎 消 防 署  ２ ９ ７ ２ ４ ４ 28 

合  計 １ 11 40 54 30 28 19 183 

 

資料 2-23 向日市消防団 

※令和５年４月１日 現在 

 団 長 副団長 分団長 副分団長 班 長 団 員 合 計 

団 本 部 １ ２     ３ 

第１分団   １ １ ３ 20 25 

第２分団   １ １ ３ 20 25 

第３分団   １ １ ３ 19 24 

第４分団   １ １ ３ 15 20 

第５分団   １ １ ３ 18 23 

第６分団   １ １ ３ 17 22 

合  計 １ ２ ６ ６ 18 109 142 

 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時点修正 
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2-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 2-24 消防車両 

※令和６年４月１日 現在 

 

資料 2-25 公用車保有状況 

※令和６年４月１日 現在 

部・課

名
 

乗 用 貨 物 
特  

殊 

計
 

自 

動 

二 

輪 

原 

 

 

付 

計
 バ 

ス 乗 

用 

車 

軽 

乗 

用 

ダンプ･ 

トラック 
バン 大 

 

型 

普 

 

通 

小 

 

型 
大

型 

マイ 

クロ 

大 

型 

普 

通 

小 

型 
軽
 小 

型 
軽
 

ふるさ

と創生

推進部 

  2            2    

総務部  1 1 16   1 2 2 8    31  2 2 

環 境 

産業部 
   1   3       4  8    

市 民     

サービ

ス 部 

 1              1  12 12 

都 市 

整備部 
   4   2 4   2  1  13    

教 育 

委員会 
  1 1           2  11 11 

議 会 

事務局 
  1           1    

消防団            6  6    

計  2 5 22   6 6 2 10  11  64  25 25 
 

 

資料 2-24 消防車両 

※令和５年４月１日 現在 

 

資料 2-25 公用車保有状況 

※令和５年４月１日 現在 

部・課

名
 

乗 用 貨 物 
特  

殊 

計
 

自 

動 

二 

輪 

原 

 

 

付 

計
 バ 

ス 乗 

用 

車 

ワ 

ゴ 

ン 

軽 

乗 

用 

ダンプ･ 

トラック 
ライトバン 大 

 

型 

普 

 

通 

小 

 

型 
大

型 

マイ 

クロ 

大 

型 

普 

通 

小 

型 
軽
 小 

型 
軽
 

ふるさ

と創生

推進部 

  2             2    

総務部  1 1 1 15   2 3 1 9    33  2 2 

環 境 

経済部 
    1   2 1  2  4  8    

市 民     

サービ

ス 部 

 1          1    2  12 12 

建設部         1 1        2    

上 下 

水道部 
    5   1 5  1  1  13    

教 育 

委員会 
    1 1      1    3  11 11 

議 会 

事務局 
  1            1    

消防団             6  6    

計  2 2 4 22   6 10 1 12  11  70  25 25 
 

 

 

時点修正 

 

 

時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


